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(公社)上越市シルバー人材センター 

事務局だより第３９号 

＊身近な情報を掲載し、随時発行します。 

 

発    行  令和２年１０月１２日  

発行責任者  (公社)上越市シルバー人材センター 

             理事長 井部 博光 

本  所  上越市西城町１－１２－４ 

℡ 025－522－2812 

     頸北支所 上越市柿崎区柿崎 6405 

             ℡ 025－536－6100 

 

 

 

①旧市域対象 
＜高田公園オーレンプラザ周辺＞  
☆内  容 ポイ捨てごみ回収 
☆参加者数 ３８名 

 
②頸北支所対象 
＜柿崎区総合事務所周辺＞  
☆内  容 周辺除草・清掃   
☆参加者数 ２８名 

 

③板倉区域対象 
＜板倉区総合事務所周辺＞  
☆内  容 施設・沿道周辺ごみ回収 
☆参加者数 ２２名 

 
④中郷区域対象(新規) 
＜中郷区総合事務所周辺＞  
☆内  容 敷地周辺除草 
☆参加者数 １４名 

 

  

 

   

   

   

 

 

 

  

        

  

☆10 月の派遣賃金の振込日は 23 日（金）、配分金は 26 日（月）です☆ 

☆ 

 

 

 
  

 
 
 

 仕事の内容 就業場所 就業期間 就業時間・条件 形態 人数 担当 

        

  

＜ 就  業  情  報 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

１ １名   池田 

 

 

 

シルバーの仕事として介護施設等で就業する場合、日々の仕事の中で 

入居者や施設の職員、あるいは施設自体に関する様々な情報を耳にする 

機会があると思います。 

こうした場合、業務上関係のない第三者（就業場所の内外問わず）に就業先で知り得た情

報を話すこと、就業先以外で仕事の内容等の情報（入居者や職員、組織等）を話題にするこ

とは絶対にやめましょう！ 

実際に、今年、当シルバーの会員が就業先の高齢者施設で耳にし

た入居者に関する情報を、住んでいる地域の中でお茶飲み話として

うっかり話したことが、巡り巡ってご本人の耳に入り、大きな問題に

なった事例が発生しています。 

さらに、他人に話をすることで個人のプライバシーを侵害するこ

とになれば、損害賠償請求の対象となる可能性もあります。（プライバシーには個人や家庭

内の私事・私生活、個人の秘密のほか、それらが他人から干渉・侵害を受けない権利が含ま

れます） 

仕事上で知った情報を、軽い気持ちで 

他人に話したことが、結果として大きな問 

題になる場合があることを改めて認識して 

下さい。 

 

 

仕事上で知り得た情報を他人に話すことは厳禁です！ 
 

＊ローテーション就業・勤務になります。   
 
 

派遣       

 

公園管理業務 
（女性会員限定） 

旧市内 至 急 通年８：３０～１７：１５ 

新型コロナウイルス感染症にご注意下さい! 
 

★就業を希望する会員は事務局までご連絡ください。 
（申込者の中から選考します） 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1504162965/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NzamMuanAvcHVibGljL191cGxvYWQvdHlwZTAwNl8yMDFfMS9pbWFnZS9pbWFnZTFfMTQzOTMzNjk5MjEuanBn/RS=%5eADBFFmFlgvsIqshFHvv0eh1EfD.Cio-;_ylt=A2RCMZMVY6ZZSkAAZRCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570060947/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oYW1hbWF0c3Utc2hpenVva2Eta2FpZ29reXVqaW4uY29tL2luZm8vaW5mby0xMzM1MTQ-/RS=%5EADBNZlnorSaEyzBwJGSsyYH5l9c78w-;_ylt=A2RivcwS6ZNdlEIA0UGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


           

 

 

 

    

       

   

 

 

 

 

 

上越市シルバー人材センターのホームページもご覧下さい。 
ＵＲＬ: http://www.joetsu-sjc.jp/ 

 

 

 

 

機械除草作業中の賠償責任事故が増えてきています。 
気を緩めず、初心に帰り事故防止に努めて下さい。 
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け
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6月以降、機械除草作業中の飛び石等による物損事故が多発しています。中には飛び
石防止対策を行っていたにも関わらず、ちょっとした気の緩みから事故を起こしたケー
スもあります。これからしばらくは機械除草作業の時期が続きますので、他の事故を含
めて改めて安全就業、事故防止の意識を確認するようお願いします。 

 

事故発生日   

（地区） 
性別 年齢 事 故 状 況 保険金額 

６月３日 

（本 所） 
男 ８０ 

公園の機械除草中、街灯ケーブル
を切断した。 

48,500 円 

7 月 3 日 

（清里区） 
男 ７５ 

機械除草中、小石を飛ばし向かい
側の民家のガラスを破損した。 

18,470 円 

8 月 6 日 

（大潟区） 
男 ７４ 

機械除草中、小石を飛ばし駐車場
の車後部ドアガラスを破損した。 

247,116円 

8 月 6 日 

（大潟区） 
男 ７３ 

機械除草中、小石を飛ばしお寺の
サッシ戸 3 枚を破損した。 

54,000 円 

8 月 25 日 

（板倉区） 
男 ７３ 

機械除草中、小石を飛ばし駐車場
の車後部窓ガラスを破損した。 

36,158 円 

9 月 17 日 

（本 所） 
男 ７５ 

機械除草中、小石を飛ばし駐車場
の車の後部窓ガラスを破損した。 

80,930 円 

 

■賠償責任事故                         （6月～9月末現在） 

■労災事故 

事故発生日   

（地区） 
性別 年齢 事 故 状 況 傷害内容 

８月１１日 

（本 所） 
女 ６５ 

放課後児童クラブ補助員として子
供とボール蹴り遊び中、転倒した。 

 

 

 

■傷害事故 

事故発生日   

（地区） 
性別 年齢 事 故 状 況 傷害内容 

９月１０日 

（本 所） 
男 ７５ 

仕事を終え、自転車で帰宅の途中、
一時不停止の車にはねられた。 

 

 

９
月
か
ら
お
世
話
に
な
っ

て
い
ま
す
嘱
託
職
員
の
野
口

で
す
。 

早
く
仕
事
を
覚
え
、
会
員

の
皆
さ
ん
か
ら
声
を
か
け
て

も
ら
え
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。(

野
口) 

 

 

野口嘱託職員 
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